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国民健康保険事業費納付金の算定について

（子ども・子育て支援納付金分）





⚫ 「こども未来戦略」（令和5年12月22日閣議決定）の「加速化プラン」における少子化対策の抜本的強化に伴い、子育て世帯を

支える新たな分かち合い・連帯の仕組みとして、少子化対策に受益を有する全世代・全経済主体が、医療保険の保険料と合わせ

て、令和８年度から、子ども・子育て支援納付金（以下「子ども支援納付金」という。）を拠出する仕組みとなる。

⚫ 令和８年度より毎年度、国は医療保険者から子ども支援納付金を徴収し、保険者は保険料や介護保険料とあわせて、子ども・子

育て支援金（以下「子ども支援金」という。）を被保険者から徴収することとなるが、徴収方法については、医療保険料の賦

課・徴収の方法を踏まえ、各保険者が設定することとされている。

⚫ 国民健康保険においては、低所得者に対する応益分支援金の軽減措置（医療保険と同様の所得階層別の軽減率（７割、５割、２

割））、被保険者の支援金額に一定の限度（賦課上限）を設ける措置等を設けることとし、詳細は現行の医療保険制度に準ずる

形で実施される。

１ 子ども・子育て支援金制度の創設について

1

子ども支援納付金の総額
（充当事業の予算額として毎年度決定）

個人・事業主拠出の総額１兆円＋公費（※）の計１．３兆円程度
※現行の医療保険に準じて、国保・後期の低所得者負担軽減等や、共済組合（公務員）の事業主負担分等のため所定の公費を投入

後期高齢者とそれ以外の医療保険料負担総額により按分

後期高齢者
【８．３％】

後期高齢者以外【９１．７％】

国保と被用者保険の加入者数により按分
1,100億円程度

（現行制度に準じた
低所得者への負担軽減あり）

被用者保険【６８％】
国保

【２３％】

2,500万人 7,400万人

3,000億円程度 （現行制度に準じた低所得者への負担軽減あり）
※都道府県間においては、18歳以上被保険者数に応じて按分

後期高齢者医療制度
とそれ以外

国保と被用者保険

※数字は令和10年度の見込み

被保険者等が負担する総額は、令和８年度以降段階
的に引き上げられる。（総額の目安：R8年度6,000億
円、R9年度8,000億円、R10年度１兆円）



県 民

２ 国民健康保険における子ども・子育て支援納付金の対応

⚫ 令和８年４月より、従来の保険料区分に子ども支援納付金分を加え、保険料を徴収することとなる。よって県では、市町村から

徴収する国保事業費納付金及び標準保険料率に関して、子ども支援納付金分の算定方式等を定める必要がある。

⚫ 市町村が被保険者に対して賦課する子ども支援金分の保険料は、国保事業費納付金の額及び標準保険料率を考慮のうえ、市町村

において決定することとなる。

⚫ 国民健康保険における子ども支援金は、当該制度が少子化対策に係るものであることに鑑み、子どもがいる世帯の拠出額が増え

ないよう、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前までの子どもに係る均等割額の10割軽減措置が講じられる。

国（社会保険診療報酬支払基金）

福岡県

医療保険者（市町村）

被保険者（国保）

子ども支援納付金の割当

国保事業費納付金（子ど
も支援納付金分）の割当

標準保険料率（子ども支
援金分）の提示

保険料（子ども支援金
分）の賦課

保険料（子ども支
援金分）の納付

国保事業費納付金
（子ども支援納付
金分）の納付

子ども支援納付金
の納付

子ども・子育て支援事業者（市町村等）

交付金等の交付

サービスの提供

【支援納付金対象費用】
①児童手当（R6.10～）
②妊婦支援給付金（R7.4～）
③④出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金（R7.4～）
⑤こども誰でも通園制度（乳児等支援給付）（R8.4～）
⑥国民年金第１号被保険者の育児期間中保険料免除（R8.10～）
⑦子ども・子育て支援特例公債の償還金等

考慮のうえ決定
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⚫ 令和８年４月から、少子化対策の支援金として、医療保険料とあわせて、子ども支援納付金の拠出が開始。

国民健康保険料（税）

医療分 ＋ ＋

後期高齢者
支援金分
（支援分）

介護
納付金分
（介護分）

子ども
支援納付金

分

＋

令和８年度から

⚫ 国保の保険料（税）算定には、被保険者の数に応じて算定する「均等割」がある。
しかし、子ども・子育て支援金制度は少子化対策に係るものであることに鑑み、こどもがいる世帯の拠出額が増えないよう、子ど   
も支援金の均等割額については、10割軽減措置が講じられる。

均等割

＜10割軽減前＞
  こどもが増えるほど拠出額が増加する

＜10割軽減後＞
  こどもが増えても拠出額は増加しない

※未就学児の均等割額の５割は、公費で負担均等割 均等割
均等割

均等割
均等割

⚫ 10割軽減されたこどもに係る均等割額については、こども以外の被保険者の支援金で賄う。

※こども：18歳に達する日以後の最初の3月31日以前まで

≪こどもの被保険者がいる世帯≫

区分 内 容

医療分 保険給付費を支払う財源のために徴収するもの

後期高齢者
支援金分

後期高齢者支援金（後期高齢者医療制度を、74歳以下の現役世
代が医療保険を通じて支援するための費用）を支払う財源のた
めに徴収するもの

介護納付金分
介護納付金（40歳以上64歳までの方（介護保険第2号被保険
者）の介護保険料相当分）を支払う財源のために徴収するもの
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各
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町
村
納
付
金

子
ど
も
支
援
納
付
金
分

各市町村の
公費等

保険料
必要額

子ども支援金分×
収納不能額を加味

保険料
賦課総額

子ども支援金分

応
能

応
益

所得割

均等割

平等割

資産割

標準保険料率
子ども支援金分

①県全体の納付金算定 ②各市町村の納付金額を算定 ③各市町村の標準保険料率を算定

• 国より県全体の子ども支
援納付金額が割り当てら
れる。

• この額から公費等を差し
引き、県全体で必要な納
付金額を算定する。

• 県全体の納付金額を、各市町村の
所得、被保険者数、世帯数のシェ
アにより按分し、市町村毎の納付
金額を算定する。

• この按分を行うために、算定方式
のほかシェア割合（応能・応益の
割合、所得割・資産割の割合、均
等割・平等割の割合）をあらかじ
め決めておく必要がある。

• ②で算定した各市町村の納付金額に、各市町村の公費等の差引を行い、
保険料必要額を算定する。

• 保険料必要額を、当該市町村の収納率で割り戻しを行い、収納不能額
を加味した保険料必要総額を算出する。

• これに②で用いた算定方式やシェア割合を用いて、保険料を徴収する
のに必要な標準保険料率を算定する。

国保事業費納付金及び標準保険料率算定の流れ

×

応
能

応
益

所得割

均等割

平等割

均
等
割
・
平
等
割
割
合

資産割

所
得
割
・
資
産
割
割
合

各市町村シェア
により按分

各市町村の
シェアにより

按分

• 所得額
• 資産額
• 被保険者数
• 世帯数

各
市
町
村
に
お
い
て
、
保
険
料
率
を

決
定
（
標
準
保
険
料
率
を
参
考
）
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応
能
割

①所得割 世帯の被保険者の所得に応じて計算

②資産割 世帯の被保険者の固定資産税額に応じて計算

応
益
割

③均等割 世帯の被保険者の人数に応じて計算

④平等割 １世帯いくらと計算

保険料（税）は、応能割（負担能力に応じ賦課されるもの)、応益割（受益に応じ等しく被保険者に賦課されるもの）から構成されて

いる。

これらを組み合わせた算定方式を設定する。

・２方式（①所得割＋③均等割）
・３方式（①所得割＋③均等割＋④平等割）
・４方式（①所得割＋②資産割＋③均等割＋④平等割）

①算定方式について

②応能・応益の割合（賦課割合）について

保険料（税）の賦課総額について、応能割（所得割・資産割）で賦課する額と、応益割（均等割、平等割）で賦課する額の割合を、
「賦課割合」という。

 国は、応能：応益の割合を、原則として、β（国が示す所得係数）：１と示している。

※ β（所得係数）： 全国平均と比較した都道府県の所得水準を示す係数。 所得水準が全国平均である都道府県はβ＝１。この場合の応能・応益の割合は５０：５０。
 本県の所得水準は全国平均より低くβ＝0.8401399298716（Ｒ７医療分）。この場合の応能：応益割合は、概ね４５：５５。

応
能
割

①所得割

②資産割

応
益
割

③均等割

④平等割

応能・応益の割合

所得割・資産割の割合

均等割・平等割の割合

③賦課限度額について

保険料（税）負担は、負担能力に応じた公平なものとする必要があるが、受益との関連において、被保険者の納付意欲に与える影響や、

円滑な運営を確保する観点から、被保険者の保険料（税）負担に一定の限度を設けている。

国民健康保険では、保険料（税）負担の限度額の基準が政令（国民健康保険法施行令及び地方税法施行令）で示されている。
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３ 国民健康保険事業費納付金の算定方法の改正

項 目 内 容 （参考）医療分、後期分、介護分

①算定方式 ３方式（所得割、均等割、平等割）
※３方式を用いることから、所得割：資産割＝10:0となる。

３方式

②応能・応益の割合 β：１ β：１

③均等割・平等割の割合 ６：４ ６：４

④賦課限度額 国民健康保険法施行令及び地方税法施行令の基準どおりの額
国民健康保険法施行令及び地方税法
施行令の基準どおりの額

【子ども支援納付金分の保険料水準の統一について】

• 令和８年度からの保険料の統一は行わない。
• 統一時期は、医療分等とあわせ、ロードマップの議論の中で検討。
• 統一までの保険料は、各市町村が、県が定める標準保険料率を参酌のうえ決定。

⚫ 令和８年度の国保事業費納付金から、医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分に、子ども子育て支援納付金分を追加する

必要があるため、これまで、その算定方式等について、次の内容とすることについて市町村と協議を行ってきた。（次頁参照）

⚫ 協議の結果、特段の異論はなかったため、この内容により、算定方法の改正を行うこととしたい（資料１-３新旧対照表参照）。

被保険者一人当たり 一世帯当たり

国試算 本算定結果 国試算 本算定結果

200円 270円 300円 400円

【参考】令和８年度における本県の子ども・子育て支援金額（国保加入者の平均月額）
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応
能
割

①所得割

②資産割

応
益
割

③均等割

④平等割

応能：応益
＝β：１

所得割：資産割
＝１０：０

均等割：平等割
＝６：４

※ 国試算は50円単位で丸め



報告

報告
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報告・確認

（１）納付金・標準保険料率の算定方法
（２）納付金・標準保険料率の算定の流れ
（３）第二期福岡県国保運営方針の改定案 

第２回幹事会・第２回部会（令和7年10月8日開催）
・市町村意見聴取結果の報告
・対応方針

全市町村に県の対応方針（見解）を送付

6/6～6/13 市町村への意見聴取
納付金・標準保険料率の算定方法については、市町村からの異論は

なかった。
ただし、次のとおり意見がなされた。
① 納付金・標準保険料率の提示を可能な限り前倒しで行って
いただききたい（１０団体）
（県からの回答）
１０月に、国からの情報提供を基に、市町村毎の納付金・標
準保険料率の概算値を市町村に提示した。

② 早期の統一を求める（６団体）
（県からの回答）
 統一時期については、医療分等の区分と合わせ検討する。ただ
し、円滑な統一保険料への移行を図るため、市町村に対し、条
例改正にあたっては、標準保険料率を参酌するようお願いした。

市町村からの意見

第１回拡大幹事会（令和7年6月5日開催）

・納付金、標準保険料率の算定方法について

・保険料水準の統一について

（令和７年度）

第１回幹事会・第１回部会（令和7年5月26日開催）

（令和６年度）

第４回幹事会・第５回部会（令和7年3月27日開催）

国保共同運営会議（幹事会・部会、拡大幹事会）

第５回ＷＧ（令和7年3月19，21日開催）
• 算定方式について
• 保険料水準の統一時期について
• 応能と応益の賦課割合について

第６回ＷＧ（令和7年5月8、9日開催）
• 応益における均等割と平等割の割合について
• 算定に用いる標準的な収納率について
• 賦課限度額について
• 保険料水準の統一時期について

保険料ＷＧ

第１回国保共同運営会議（令和7年12月23日開催）

第１回国保運営協議会（令和8年1月16日開催）

報告・確認

諮問

⚫ これまでの市町村との協議の経過

納付金・標準保険料率の算定方法については、市町村からの異論は
なかった。
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４ 第二期福岡県国保運営方針の改定について

令和８年度に行う「第二期福岡県国保運営方針」の中間見直しの際に、改定を行うこととしたい。

⚫ 国民健康保険法においては、都道府県国民健康保険運営方針に「当該都道府県内の市町村における保険料の標準的な算定方法」を定め

るものとされている。

  今後、国は「国民健康保険運営方針策定要領」を改定し、子ども・子育て支援納付金分の保険料（税）に係る記載を追加する予定であ

り、本年８月には改定案が示されたところ（令和７年８月15日付事務連絡）。

⚫  また、同事務連絡において、国は「都道府県が、市町村等との議論を行った上で、令和７年度中に国民健康保険運営方針を改定する必

要はないと判断する場合は、令和８年度に行う中間見直し等において改定を行うこととしても差し支えございません。」としている。

⚫  本県においては、

○ 算定方式等については、市町村との間で概ね合意を得られていると考えられること。

 令和7年度第1回福岡県国民健康保険共同運営会議（令和7年12月23日開催）において当該案件について説明を行ったところ、

構成員からの異論はなかった

○ 今年度中に改定を行うことになれば、２年続けての改定となり、大きな事務負担（市町村意見聴取、パブリックコメント、

運営協議会への諮問・答申、各所への周知など）が生じること。

といった状況を鑑み、国の通知のとおり、今年度中の改定は行わず、本協議会からいただいた答申を踏まえ、令和８年度の中間見直しの

際に改定を行うこととしたい。



出典：こども家庭庁HP
「子ども・子育て支援金制度の
概要について」（令和７年５月１４日更新）

（参考）

9



（参考）
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（参考）
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（参考）
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